
                                     

介護老人保健施設陽光園 短期入所療養介護運営規程 

                   （介護予防短期含む） 

 

第１条  医療法人健周会が開設する介護老人保健施設陽光園（以下「当施設」という。）

が実施する短期入所療養介護の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営

に関する事項を定める。 

 

（事業の目的） 

第２条  短期入所療養介護は、要介護状態又は要支援状態と認定された利用者（以下「利

用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下におけ

る介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療

養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目

的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条  当施設では、短期入所療養介護計画に基づいて、利用者が可能な限り居宅におい

てその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行

い、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減が図れる

よう、利用者の立場にたって短期入所療養介護を提供する。 

２ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービス提供に努め

る。 

  ３ 指定短期入所療養介護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療 

サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係 

市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

  ４ 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドライン 

に則し、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの 

提供に係る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、 

   必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。 

 

（名称及び所在地） 

第４条  名称及び所在地は次の通りとする。 

（１）名 称   介護老人保健施設 陽 光 園 

（２）所在地   新潟市中央区姥ケ山３１１番地１ 



 

（職員の職種、員数及び職務内容） 

第５条 当施設の職員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

（１）管理者（医師）   １人 

医師は、利用者の病状に応じて、妥当適切に診療を行い、介護老人保健施設に

携わる職員の管理、指導を行なう。 

（２）薬剤師       １人（兼務） 

薬剤師は利用者に必要な薬剤業務にあたる。 

（３）看・介護職員   ３３人以上 

看護職員   １０人  介護職員   ２３人    

看護要員は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、看護及び介護を提供する。 

（４）支援相談員      １人以上 

支援相談員は、利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、

必要な助言その他の援助を行なう。 

（５）理学（作業）療法士・言語聴覚士  １人以上 

理学（作業）療法士は、利用者のリハビリテーションに従事する。 

（６）管理栄養士      １人以上 

栄養指導、献立表の作成のほか調理師等の指導を行い、給食業務を統括す

る。 

（７）介護支援専門員    １人以上（兼務） 

介護支援専門員は、各職種との連携を密にし、利用者の施設サービス計画

を進める 

（８）調理師及び調理員   必要数 

入所者等の給食調理業務に従事する。 

（９）事務職員       必要数 

運営に必要な事務を処理する。 

（10）施設管理職員     必要数 

施設、設備の保安管理及び環境整備等の業務に従事する。 

 

（利用定員） 

第６条  短期入所療養介護の利用者定員数は、利用者が申し込みをしている当該日の 

介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。 

 

（短期入所療養介護の内容） 

第７条  サービスの提供にあたっては、短期入所療養介護計画に基づいて、心身の状況

及び病状、又は家族の疾病やその他の理由、若しくは家族の身体的、精神的な負



担の軽減を図るため、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び

機能訓練、栄養管理その他必要な医療を提供する。 

 

（通常の送迎の実施範囲） 

第８条  新潟市内 

 

（利用者負担の額） 

第９条   当施設における利用者負担の額は以下の通りとする。 

（１） 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。 

（２） 利用料として、滞在費・食費、入所者が選定する特別な室料、日常生活品費、 

教養娯楽費等のその他の利用料についても、別に定める料金表により支払いを

受ける。 

２  当施設では、利用者又は家族に対して事前に文書等を用い十分説明を行い、 

同意を得た上で支払いを受けることとする。  

 

（施設利用に当たっての留意事項） 

第１０条 当施設の運営にあたっての留意事項を以下の通りとする。 

 災害その他止むを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超   

えて入所させない。 

２ 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努め、医薬品などの管理を適切に行なう。 

３ 感染症の発生や蔓延しないよう、必要な措置を講じる。 

４ 利用に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上

必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行なう。 

５ 診療にあたっては、療養上妥当適切に行なう。 看護、医学的管理の下にお

ける介護については、適切な技術により行い、１週間に２回以上入浴又は清拭

を行なう。 

６ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急止むを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行なわない。 

但し、施設長（医師）の判断により、身体拘束その他利用者の行動を制限する

場合は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急止むを得なか

った理由を扶養者に十分説明した上、診療録等に記載することとする。 

 

（非常災害対策） 

第１１条 管理者（施設者）は非常災害その他緊急事態の際にとるべき措置につき、あら

かじめ防火計画をたて、利用者等の安全を守るため、定期的に災害時における指



導教育及び避難訓練を実施する。 

２ 管理者（施設者）は常に所轄の消防署と連絡を密にし、火災発生防止に万全

を期す。 

 

（職員の服務に関する事項） 

第１２条  職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の 

指示命令に従い、自己の業務に専念する。 

２ 業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 職員の質的向上を図るため、研修の機会を確保する。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１３条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなけれ

ばならない。 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。 

（２）事業所における虐待防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）(１)～(３)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

２ 事業者は虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待

等に対する調査等に協力するように努める。 

 

（業務継続計画の策定） 

第１４条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための

計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

 

（衛生管理等） 

第１５条 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の 

措置を講じなければならない。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員 



会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について職員に周知 

徹底を図る。 

(２) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

(３) 事業所において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修 

及び訓練を定期的に実施する。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１６条  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項については介護老人 

保健施設陽光園において定めるものとする。 

 

（付則）この規程は、平成 19 年１月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 22 年 3 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 24 年 4 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 26 年 4 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 27 年 4 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 30 年 4 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 30 年 9 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、平成 30 年 11 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、2019 年 10 月１日から施行する。 

（付則）この規程は、2020 年４月１日から施行する。 

（付則）この規程は、2021 年４月１日から施行する。 

（付則）この規程は、2021 年６月１日から施行する。 

（付則）この規程は、2024 年４月１日から施行する。 

 


